
N-ナビゲーション操作にあたって注意いただきたいこと
・ ログイン後はブラウザの「戻る」ボタンや「更新」ボタンは使用しないでください。強制ログアウトとなります。
強制ログアウトした場合、５分程度時間をおいて再度ログインしてください。
・ ３０分間操作されない場合、自動ログアウトされます。

小田急団体医療保険「N-ナビゲーション」ログイン方法

月曜日～土曜日 ８：００ ～ 翌朝５：００
日曜日 ８：００～２２：００

Ｎ-ナビゲーションのご利用時間

※ 6月 21日（日）はシステム停止日の
　ためご利用できません。

<団体お問合せ先> 株式会社小田急保険サービス TEL:042-705-6576

1.ログイン画面に、以下に記載の共通社員番号と
パスワードを入力してください。

2．画面に従い
   基本情報を登録します。

3．登録した事業所コード・社員番号で、再度ログインしてください。

基本情報を入力

従業員情報を入力

パスワード情報を入力

事業所コードを選択
社員番号を入力

姓名（全角カナ）
生年月日
性別
メールアドレス

ご自身で設定したパスワード
パスワード

加入されていない方（未加入者）
お名前、生年月日、性別、メールアドレスを登録してください

※英数字は半角小文字で入力してください。

00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00010
00011
00012

●
○
○
○
○
○
○
○
○
○

小田急電鉄　株式会社
小田急交通　株式会社
株式会社　小田急リゾーツ
株式会社 小田急スポーツサービス 
株式会社　小田急百貨店
小田急商事　株式会社
小田急食品　株式会社
小田急不動産　株式会社
株式会社　小田急ハウジング
大山観光電鉄　株式会社

1.ログイン画面にユーザーID（事業所コード・社員番号）・
  パスワードを入力してください。 

2.登録が完了したら、新パスワードで再度ログインしてください。

ご加入済みの方（既加入者）
パスワードを変更してください

ご注意ください！

（事業所コード -社員番号）

例：生年月日が1990 年1 月10 日生まれの場合⇒ bs19900110

以下の事業所一覧を参照して入力してください。

・ログイン後はブラウザの「戻る」ボタンや「更新」ボタンは使用しない
でください。
・新パスワード（8桁以上・英数字混在）は控えておきましょう！

・期間中であれば、お申込内容の修正・取消を
 「お申込・変更手続き」から何度でもできます。

・「パンフレット・お手続書類」から、いつでも提出が
必要な書類の印刷ができます。
※画像はイメージです。実際の画面と異なる場合が
あります。

「お申込・変更手続き」から
お手続きを行ってください。

事業所一覧
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00010
00011
00012

小田急電鉄　株式会社
小田急交通　株式会社
株式会社　小田急リゾーツ
株式会社 小田急スポーツサービス 
株式会社　小田急百貨店
小田急商事　株式会社
小田急食品　株式会社
小田急不動産　株式会社
株式会社  小田急ハウジング
大山観光電鉄　株式会社

株式会社  小田急ビルサービス
株式会社　小田急トラベル
株式会社 ホテル小田急サザンタワー 
立川バス　株式会社
江ノ島電鉄　株式会社
株式会社　江ノ電バス
江ノ電エリアサービス  株式会社
小田急バス　株式会社
株式会社　小田急レストランシステム
株式会社 小田急エンジニアリング 

株式会社　小田急エージェンシー
小田急ハイウェイバス  株式会社
株式会社  小田急保険サービス
株式会社 小田急フィナンシャルセンター 
株式会社　コンフィット
株式会社　ドリームサークル
株式会社　ヒューマニック
株式会社　小田急箱根
箱根登山バス　株式会社
箱根プレザントサービス　株式会社

小田急川崎交通　株式会社
小田急新立川交通　株式会社
株式会社  小田急ＳＣディベロップメント
ジローレストランシステム  株式会社

00013
00014
00018
00019
00021
00022
00024
00029
00031
00033

00034
00035
00036
00037
00039
00041
00042
00044
00045
00046

00048
00049
00050
00051

（事業所コード -社員番号）

（事業所コード-社員番号）

（事業所コード-社員番号）

iryou2026

小田急電鉄株式会社 日本-医-2025-707-12958-B（R8.3.18）

ニッセイの
小田急団体医療保険の

ご案内
１年に１度の配当金も！
１年更新の保険です。1年ごとに収支計算し、剰余金が生じた場合は、
配当金をお受取りになれます。（配当金のお受取りには一定の制限があります。）

加入しやすい保険料！
団体保険としての割引が適用された加入しやすい保険料です。

退職後も安心の保障が続く！
在職時からのご加入にかぎり、退職後も更新日現在で年齢７５歳６カ月まで継続加入できます。

お手頃なプランも！
お若い方やお子さまにおすすめな入院給付金日額「3,000円」のプランからご用意しています。

スマートフォンで簡単お手続き！
終業後や休日にゆっくりプランを検討できます。
※ご利用時間は裏面をご参照ください。

募集期間 ： 
2026/6/1(月) ～ 2026/6/25(木)

お手持ちのスマートフォンから
読み取って
アクセスしてください。

※お使いの端末やアプリによっては読み取りできない場合があります。

特 徴

1
特 徴

2
特 徴

3
特 徴

4
特 徴

5

申込受付中！
詳細の手続きは裏面をご確認ください。

お手続きはこちらから

※ご加入のご検討に際しましては、パンフレット・「契約概要」・「注意喚起情報」等にて必ず詳細をご確認ください。

小田急
グループの
みなさまへ

07595322
ハイライト表示

07595322
ハイライト表示



主な保障内容と保障額

ケガや病気等により１泊２日以上継続して入院を
されたとき

特定疾病により１泊２日以上継続して入院をされ
たとき

ケガや特定疾病以外の病気等により１泊２日以上
継続して入院をされたとき

入院給付金

給付の名称 お支払事由の概要 お支払額 お支払限度※１

［１回の入院※２］
１２４日

［通算］
1,０９５日

手術給付金
（5倍）※４

放射線治療
給付金

通算３０回外来または日帰り入院中に、公的医療保険制度の対象となる
手術または先進医療に該当する手術等を受けられたとき

公的医療保険制度の対象となる放射線治療または先進医療に
該当する放射線照射・温熱療法を受けられたとき

通算なし
（６０日の間に１回）

入院給付金日額
×

入院日数

入院給付金日額×２
×

入院日数

入院給付金日額
×

入院日数

入院給付金日額
×
５

手術給付金
（20倍）※４ 通算なし１泊２日以上継続した入院中に、公的医療保険制度の対象となる

手術または先進医療に該当する手術等を受けられたとき
入院給付金日額

×
２０

入院給付金日額
×
１０

入 院 療 養
給付金

入院給付金をお支払いする入院をされたとき 通算３０回
※３

入院給付金日額
×
５

保障内容に関する詳細、「給付金のお受取りにあたっての日数制限」や上表の注記（※１～※4）等の制限事項の詳細については、
パンフレットを必ずご確認ください。

基本型

特定疾病
倍額型

加入コース

保険年齢

15歳 ～ 19歳

20歳 ～ 24歳

25歳 ～ 29歳

30歳 ～ 34歳

35歳 ～ 39歳

40歳 ～ 44歳

45歳 ～ 49歳

50歳 ～ 54歳

55歳 ～ 59歳

60歳 ～ 64歳

65歳 ～ 69歳

（平成19年4月2日生～平成24年4月1日生）

（平成14年4月2日生～平成19年4月1日生）

（平成 9 年4月2日生～平成14年4月1日生）

（平成 4 年4月2日生～平成 9 年4月1日生）

（昭和62年4月2日生～平成 4 年4月1日生）

（昭和57年4月2日生～昭和62年4月1日生）

（昭和52年4月2日生～昭和57年4月1日生）

（昭和47年4月2日生～昭和52年4月1日生）

（昭和42年4月2日生～昭和47年4月1日生）

（昭和37年4月2日生～昭和42年4月1日生）

（昭和32年4月2日生～昭和37年4月1日生）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

1,690

2,470

3,350

3,690

3,730

4,010

4,990

6,740

9,390

12,770

17,400

～ 22歳 （平成16年4月2日生～）　　　　　　　　　 円2,150

保険料

Aコース CコースBコース

本　人・配偶者

こ　ど　も

70歳

71歳

72歳

73歳

74歳

75歳

（昭和31年4月2日生～昭和32年4月1日生）

（昭和30年4月2日生～昭和31年4月1日生）

（昭和29年4月2日生～昭和30年4月1日生）

（昭和28年4月2日生～昭和29年4月1日生）

（昭和27年4月2日生～昭和28年4月1日生）

（昭和26年4月2日生～昭和27年4月1日生）

円

円

円

円

円

円

21,860

23,600

25,390

27,180

28,980

30,790

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

845

1,235

1,675

1,845

1,865

2,005

2,495

3,370

4,695

6,385

8,700

円1,075

円

円

円

円

円

円

10,930

11,800

12,695

13,590

14,490

15,395

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

507

741

1,005

1,107

1,119

1,203

1,497

2,022

2,817

3,831

5,220

円645

円

円

円

円

円

円

6,558

7,080

7,617

8,154

8,694

9,237

本人・配偶者・こども
Aコース Bコース

入院給付金日額 10,000円 5,000円
Cコース

3,000円

主な保障内容と保障額・保険料　

●保障額  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・以下の加入コースからご希望のコースをお選びください。
・配偶者・こどものみで加入することはできません。
・配偶者は本人と同額もしくはそれ以下、こどもは本人（配偶者が加入している場合は
配偶者）と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みください。

• 特定疾病とは、『がん、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患・大動脈瘤等、脳血管疾患、腎疾患、肝疾患』の7種類の生活習慣病等をいいます。
• 対象となる特定疾病の詳細については「ご加入のみなさまへ」をご確認ください。
• 骨髄幹細胞の採取のための入院・手術の保障は、総合医療保険（団体型）への加入日（＊）からその日を含めて１年経過後の入院・手術
にかぎります。
（＊）その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。
ただし、ニッセイ医療保険（無配当）から総合医療保険（団体型）への継続加入者については、当該継続加入日からその日を含めて１年以内の
骨髄幹細胞の採取のための入院・手術であってもお支払い対象となります。（この場合、継続加入時におけるニッセイ医療保険（無配当）または
総合医療保険（団体型）の入院給付金日額のいずれか低い金額が限度となります。）
※１ お支払限度については、更新前後のお支払日数（回数）を通算します。
※２ 入院を2回以上された場合でも、最終の入院の退院日の翌日からの経過日数等によっては1回の入院とみなす場合があります。
※3 すでに入院療養給付金のお支払事由に該当している場合には、入院療養給付金をお支払いすることとなった最終の入院が開始された日から

その日を含めて１８０日経過後に新たに開始された入院がお支払いの対象となります。
※4 公的医療保険制度の対象手術でも、一部の所定の手術については、お支払いの対象外となります。
 <対象外の手術の例>・・・「創傷処理」「皮膚切開術」等

また、同一の日に複数回の手術を受けられた場合には、1つの手術についてのみがお支払いの対象となります。
この場合、手術給付金（20倍）をお支払いするときは、手術給付金（5倍）のお支払いはいたしません。

●主な保障内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保険期間中に以下のお支払事由に該当されたときにお支払いします。
給付金のお支払いにあたっては、原因となるケガや病気が加入日（＊）以後に生じることが必要となります。
（＊）その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。
＜入院給付金の型について＞
•本人または配偶者の場合、特定疾病倍額型となり、こどもの場合、一律基本型となります。

●月払保険料表（概算）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●上記は概算保険料です。正規保険料は申込締切後に加入者数等に基づき算出し、更新日（今回は2026年１０月１日）から適用します。
保険料は、毎年の更新日に再計算し適用します。年齢が上がり、次の年齢群団へ移る方が同額の給付金日額で更新された場合、通常、更新後の保険料は更新
前より高くなります。
●当ビラにおける年齢は原則として満年齢で記載しており、保険年齢の場合は保険年齢○○歳と記載しております。
※「保険年齢」は、被保険者の年齢を満年齢で計算し、１年未満の端数は６カ月以下は切捨て、６カ月超は切上げます。
  （例：１９歳７カ月の被保険者の方の保険年齢は２０歳となります。）

●保険料は、加入者数等に基づき算出します。加入者数等に変更が生じた場合には、保険料は変更となります。
●保険料は毎月の給与から控除します。（第１回目は9月給与から）
●退職者の保険料は毎月13日に所定の口座から振替えます。※金融機関定休日の場合は翌営業日に振替えます｡（第１回目は１０月１3日）

団体保険としての割引が適用された保険料です

• 3 • • 4 •




